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序     文 
 

貿易・流通の促進による持続的な経済成長をめざす南部アフリカ地域では、通関の円滑化は重

要な課題です。この通関の円滑化を図るため、同地域では、通常は国境で輸出側と輸入側で計2回

行う輸出入手続きを、1回（ワン・ストップ）にすることで、通関手続きの円滑化・効率化を図り、

もって物流の促進に貢献するワン・ストップ・ボーダー化（OSBP）に取り組んでいます。 

上記課題に取り組むため、独立行政法人国際協力機構（JICA）は、ボツワナ共和国、ナミビア

共和国を対象として、2010年10月から2013年10月までの3年間を協力期間として、「マムノ/トラン

ス・カラハリ国境OSBP導入プロジェクト」を実施しています。 

今般、プロジェクト開始から1年半が経過したことから、2012年3月3日から11日の期間、JICA産

業開発・公共政策部 技術審議役 辻 一人を総括とする調査団による中間レビュー調査を行い

ました。 

本報告書は、同調査結果を取りまとめたものです。この報告書が、今後の南部アフリカ地域に

おける税関分野の更なる発展に向けた指針となるとともに、今後の類似分野での技術協力プロジェ

クトの案件形成・実施にあたっての参考となることを祈念します。 

最後に、本調査にご協力頂いた内外関係者の方々に深い謝意を表します。 

 

平成24年3月 

 

独立行政法人国際協力機構 

産業開発・公共政策部長 桑島 京子 
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評価調査結果要約表 
１．案件の概要 

国名：ボツワナ共和国・ナミビア共和国 案件名：マムノ/トランス・カラハリ国境OSBP導入

プロジェクト 

分野：財政・金融 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：産業開発・公共政策部 行財

政・金融課 

協力金額（評価時点）：8,700万円 

 

 

協力期間 

（R/D）：2010年9月3日（ボツワ

ナ）、2011年9月7日（ナミビア）

先方関係機関：ボツワナ統一歳入庁（BURS） 

ナミビア財務省関税局（NCE） 

2010年10月21日～2013年10月20

日（ボツワナ） 

日本側協力機関：財務省関税局 

2011年9月7日～2013年10月20日

（ナミビア） 

他の関連協力： 

１－１ 協力の背景と概要 

南部アフリカ3カ国を横断するトランス・カラハリ回廊（TKC）は、西はナミビア共和国（以

下、ナミビア）のウォルビス・ベイ港から始まり、南アフリカ共和国（以下、南アフリカ）の

ヨハネスブルグまでをつなぎ、北米・欧州と南部アフリカ地域をより短時間・短距離で結ぶル

ートとして、近年注目されている。古くから南部アフリカ地域における交易の拠点として利用

されてきた南アフリカの東側にあるダーバン港は常時過密状態にあるため、物資が同港を経由

するよりも、ウォルビス・ベイ港とTKCを経由してナミビアとボツワナ共和国（以下、ボツワ

ナ）に入る方が経済的であるからである。そのため、ボツワナとナミビアにとってはTKCを経

由したウォルビス・ベイ港の利用価値は高く、現在、ウォルビス・ベイ港の拡張計画が進めら

れている。 

ウォルビス・ベイ港のキャパシティが増大することにより、TKCの交通量（2007年～2008年

の1年間で、商業貨物車は1万8,043台）は毎年少なくとも14％程度ずつ増加（2008年比）すると

見込まれており、物流の確保・促進のためには国境における通関手続きを、より効率的・円滑

に行う必要がある。そのため、TKC関係国であるボツワナ、ナミビア、南アフリカの各国政府

はTKC上の国境（ボツワナとナミビア国境のマムノ/トランス・カラハリ、ボツワナと南アフリ

カ国境のパイオニア・ゲート）に輸出入双方の手続きについて一度に国境通関手続きを行える

ようにするワン・ストップ・ボーダー・ポスト（OSBP）を導入することを合意している。 

その枠組みの中でボツワナ政府は、マムノ/トランス・カラハリ国境施設のOSBP化をナミビア

政府と2005年に合意しており、同国境のOSBP化をモデルケースとして、他の周辺国境に順次適

用する方針である。しかし、ボツワナ・ナミビアを含め、南部アフリカ地域においてOSBP導入

の実績と経験がなかったことから、ボツワナ、ナミビア両政府はわが国に対してOSBP導入に係

る支援を要請してきた。 

これを受けて、国際協力機構（JICA）はボツワナ及びナミビアの両関税局をカウンターパー

ト（C/P）機関として、｢マムノ/トランス・カラハリ国境OSBP導入プロジェクト｣（以下｢本プロ

ジェクト｣）を2010年10月より2013年10月までの3年間の予定で実施中である（なお、ナミビア

は2011年9月から正式に本プロジェクトに参加している）。 

今回、本プロジェクト期間の半分が経過したため、本プロジェクトの目標達成度や成果等を

分析するとともに、プロジェクトの残り期間の課題及び今後の方向性について確認するために、

中間レビューを実施した。 
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１－２ 協力内容 

（1）上位目標 

マムノ/トランス・カラハリ国境施設に、OSBPが導入され適切に運用される。 

 

（2）プロジェクト目標 

OSBPをシステムとして適切に運用できるように、ボツワナ、ナミビアの税関組織と通関

業者協会の能力が向上する。 

 

（3）成 果 

1）マムノ/トランス・カラハリ国境施設のためのOSBP業務モデルが開発され、通関業者協

会と共有される。 

2）関係する税関職員と通関業者協会がOSBPを適切に運営するための知識を習得する。 

3）税関業務に必要な技術分野と運営制度を適切に実施するための税関職員の能力が向上す

る。 

 

（4）投入（評価時点） 

日本側：総投入額     9,000万円 

長期専門家派遣    2名      機材供与        約3,300万円 

短期専門家派遣    2名      ローカルコスト負担  約600万円 

研修員受入れ     12名 

第三国研修（タイ）  6名 

相手国側（ボツワナ、ナミビア）： 

C/P配置 

（プロジェクトダイレクター、プロジェクトマネジャー、その他C/P） 

土地・施設提供 

２．評価調査団の概要 

調 査 者 総  括：辻 一人 JICA産業開発・公共政策部 技術審議役 

協力企画：辻 研介 JICA産業開発・公共政策部 行財政・金融課 主任調査役 

評価分析：泉井 明子 JICA産業開発・公共政策部 行財政・金融課 

税関行政：馬場 義郎 財務省関税局 関税課 国際協力専門官 

調査期間 2012年3月3日～2012年3月11日 評価種類：中間レビュー 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

（1）成果の達成度 

【成果1：マムノ/トランス・カラハリ国境施設のためのOSBP業務モデルが開発され、通関

業者協会と共有される。】 

OSBP業務モデルとして、2008年に米国国際開発庁（USAID）の支援により実施された実

施可能性調査（F/S）に基づくフローチャートがプロジェクト専門家より提案された。両国

政府は2012年3月末までにこのフローチャートに係るステークホルダーとの協議・合意形成

を完了する予定である。 

 

【成果2：関係する税関職員と通関業者協会がOSBPを適切に運営するための知識を習得す

る。】 

パイロット実施計画に代えて業務実施ガイドラインの整備に注力する必要がある。本ガ
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イドラインの整備にあたっては、OSBP法の制定、OSBPに係る二国間合意、その他OSBP導

入に係る通関等手続き見直しの決定が必要となる。 

機材供与は進展中である。 

 

【成果3：税関業務に必要な技術分野と運営制度を適切に実施するための税関職員の能力が

向上する。】 

プロジェクトは、税関業務に関する現況ベースライン調査の一環として通関所要時間調

査を実施した。 

本調査及びニーズヒアリングを踏まえ、税関リスクマネジメント及び、商品の名称及び分

類についての統一システム（HS）分類に係るトレーニングが実施された。 

 

（2）プロジェクト目標の達成見込み 

計画どおりにフローチャート、ガイドラインの整備、能力向上に係る活動が遂行されれ

ばプロジェクト目標の達成は可能であるが、OSBP法の制定、二国間合意、その他OSBP導

入に係る通関等手続き見直しの決定に依存する。 

 

３－２ 評価結果の要約 

（1）妥当性 

以下の点により妥当性は引き続き高い。 

・マムノ/トランス・カラハリ国境におけるOSBP導入は、域内の経済統合の一環として引

き続き両国政府にとって重要性が高い。 

・本プロジェクトは、わが国の援助方針（回廊整備、貿易促進）とアフリカ開発会議

（TICAD）IVにおけるわが国のコミットメントに合致する。 

・本プロジェクトは、BURS及びNCEの、OSBPを適切に運用するために必要な税関行政

面の能力向上に係るニーズに合致する。 

 

（2）有効性 

設定されているプロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）上の3つの成果は引き続

きプロジェクト目標の達成に貢献するものとして妥当である。 

しかしながら、有効性を高めるためには、OSBP法の制定、二国間合意及び他の政府関係

機関の十分な協力、といった外部条件が満たされる必要がある。 

 

（3）効率性 

プロジェクト専門家がC/P機関の意思決定権者と密接なコンタクトを維持することが困

難であったことが効率性を妨げる要因となった。効率性を高めるため、プロジェクトの残

り期間においてはプロジェクト専門家を含む関係者がより密接なコミュニケーションを確

保し続けることが望まれる。 

機材は現場のニーズを踏まえ、タイムリーに供与された、あるいはされる予定である。

 

（4）インパクト 

PDMにて設定された外部条件が満たされれば、プロジェクト目標の達成は上位目標の達

成に貢献すると期待される。マムノ/トランス・カラハリ国境におけるOSBP導入の成功は、

域内の他の国境におけるOSBP導入の良いモデルとなり得る。 

 

 



 

iv 

（5）自立発展性 

PDMにて設定された外部条件が満たされれば、プロジェクト目標で達成された事項は維

持される。 

 

３－３ 結 論 

今回は、中間レビューの機会をとらえ、JICA調査団が仲介する形で、C/P機関の責任者である

両国関税局長出席の下、BURS、NCEが4日間にわたり議論する機会とした。協議2日目にはBURS、

NCEだけでOSBP推進に向け両者で決定すべき事項やプロジェクトに期待する事項を議論する

等〔その結果は協議議事録（M/M）のAnnex3-1として添付〕、C/Pの意識向上と活動促進の良い

きっかけとなった。 

これまでのプロジェクトの進捗は芳しくないが、一連の協議を経て、残り1年半でのプロジェ

クト目標達成に向けて取り組むべき活動やそれぞれの責任分担の明確化ができた。 

今後所期の成果、プロジェクト目標、上位目標を達成するためには、以下３－４の提言、修

正後のPDMやプロジェクト活動計画（PO）に基づき、BURS、NCE、プロジェクト専門家ほか

関係者の更なる努力が求められる。 

 

３－４ 提 言 

（1）中間レビューを通じて、残り期間でプロジェクト目標を達成するために取り組むべき事

項として、以下を提言・協議し合意した。 

・ボツワナ・ナミビア両政府は2012年5月に第2回二国間交渉を実施する。 

・ボツワナはOSBP法を7月の国会にて審議する。ナミビアはそれに遅れることのないよう、

NCEが関係機関と調整する。 

・ボツワナ・ナミビア両政府は彼らの責任事項として国境におけるOSBP施設の改修を行う。

JICAは、必要な人材育成及び機材供与に係る予算を手配する。 

・OSBP導入に係るステークホルダーは、主要な政府関係機関及び民間セクターを含む。ま

た、合同調整委員会/地域合同調整委員会のメンバーとして入国管理局、公安、検疫、道

路局、運輸局等の主要な政府関係機関を含む。JICAはプロジェクト活動範囲にこれらス

テークホルダーを含める。両税関にとどまらない事項については、プロジェクトは各国

財務省に連絡し、財務省が責任をもって関係するステークホルダーとの連絡調整を行う。

・BURSとNCEはOSBP導入において協議すべき事項及びタイムラインについて合意し、こ

れに関しプロジェクト専門家からもOSBP導入に係る検討事項が提案された。これらに取

り組むためBURSとNCEは専門の技術チームを組成する。両国で合意した事項について

は、速やかにプロジェクト専門家と共有し、ガイドラインに反映させる。 

・C/P側実施体制について、意思決定にかかわるスタッフはC/P機関の予算により手配され

る必要があるが、プロジェクト実施促進にあたりJICAとC/P機関が管理、手続き等を記載

した仕様書（TOR）に合意する限りにおいてlocal expertsの起用が検討できる。 

・トレーニングについては、BURS・NCEが改めてニーズを整理したうえで、2012年3月末

までにプロジェクト専門家に対して要請する。また、OSBP業務の流れをイメージし、今

後の検討・活動を円滑にするため周辺事例の視察を当該トレーニングの一環として取り

入れる。 

・BURSとNCEはプロジェクト専門家が作成したOSBPのフローチャートについて、それぞ

れのステークホルダーとの合意形成を2012年3月末までに終了する。 

・BURSとNCEはOSBP法、二国間合意文書案及びその他OSBPの業務実施ガイドラインの整

備に影響すると思われる文書や情報を、進展があり次第速やかにプロジェクトと共有す

る。 



 

v 

・BURSとNCEはOSBPに関連する他の取り組みと本プロジェクトとの間で必要な連携を確

保できるようイニシアティブをとる。 

・プロジェクトの延長是非については、2013年3月ごろに実施される予定の終了時評価にお

いてその時点までの実績を踏まえ検討されることであり、まずは延長を前提とせず、2013

年10月の当初のプロジェクト期間内で所期の目標を達成すべく関係者で取り組む。 

 

（2）上記提言・合意事項を踏まえ、PDM及びPOについて必要な箇所を修正する。 
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第１章 評価調査の概要 
 

１－１ 評価調査団派遣の経緯と目的 

南部アフリカ3カ国を横断するトランス・カラハリ回廊（TKC）は、西はナミビア共和国（以下

｢ナミビア｣）のウォルビス・ベイ港から始まり、南アフリカ共和国（以下「南アフリカ」）のヨハ

ネスブルグまでをつなぎ、北米・欧州と南部アフリカ地域をより短時間・短距離で結ぶルートと

して、近年注目されている。古くから南部アフリカ地域における交易の拠点として利用されてき

た南アフリカの東側にあるダーバン港は常時過密状態にあるため、物資が同港を経由するよりも、

ウォルビス・ベイ港とTKCを経由してナミビアとボツワナ共和国（以下｢ボツワナ｣）に入る方が

経済的であるからである。そのため、ボツワナとナミビアにとってはTKCを経由したウォルビス・

ベイ港の利用価値は高く、現在、ウォルビス・ベイ港の拡張計画が進められている。 

ウォルビス・ベイ港のキャパシティが増大することにより、TKCの交通量（2007年～2008年の1

年間で、商業貨物車は1万8,043台）は毎年少なくとも14％程度ずつ増加（2008年比）すると見込ま

れており、物流の確保・促進のためには国境における通関手続きを、より効率的・円滑に行う必

要がある。そのため、TKC関係国であるボツワナ、ナミビア、南アフリカの各国政府はTKC上の

国境（ボツワナとナミビア国境のマムノ/トランス・カラハリ、ボツワナと南アフリカ国境のパイ

オニア・ゲート）に輸出入双方の手続きについて一度に国境通関手続きを行えるようにするワン・

ストップ・ボーダー・ポスト（OSBP）を導入することを合意している。 

その枠組みの中でボツワナ政府は、マムノ/トランス・カラハリ国境施設のOSBP化をナミビア政

府と2005年に合意しており、同国境のOSBP化をモデルケースとして、他の周辺国境に順次適用す

る方針である。しかし、ボツワナ・ナミビアを含め、南部アフリカ地域においてOSBP導入の実績

と経験がなかったことから、ボツワナ、ナミビア両政府はわが国に対してOSBP導入に係る支援を

要請してきた。 

これを受けて、国際協力機構（JICA）はボツワナ及びナミビアの両関税局をカウンターパート

（C/P）機関として、｢マムノ/トランス・カラハリ国境OSBP導入プロジェクト｣（以下｢本プロジェ

クト｣）を2010年10月より2013年10月までの3年間の予定で実施中である（なお、ナミビアは2011

年9月から正式に本プロジェクトに参加している）。 

今回、本プロジェクト期間の半分が経過したため、本プロジェクトの目標達成度や成果等を分

析するとともに、プロジェクトの残り期間の課題及び今後の方向性について確認するために、中

間レビューを実施した。 

 

１－２ 調査団の構成 

 氏 名 担当分野 所属先 

1 辻 一人 総  括 JICA産業開発・公共政策部 技術審議役 

2 辻 研介 協力企画 JICA産業開発・公共政策部 行財政・金融課 主任調査役 

3 泉井 明子 評価分析 JICA産業開発・公共政策部 行財政・金融課 

4 馬場 義郎 税関行政 財務省関税局 関税課 国際協力専門官 
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１－３ 調査の日程 

〔2012年3月3日～3月11日（9日間）〕 

詳細は以下表のとおりである。 

 
日
順 

日 付 
活 動 活 動 

宿泊地
総括、協力企画、評価分析団員 税関行政団員 

1 3月3日（土） 
16:25 羽田発（CX549） 
20:40 香港着 
23:45 香港発（CX749） 

    

2 3月4日（日） 

06:35 ヨハネスブルグ着 
09:25 ヨハネスブルグ発（SA1763） 
10:20 ハボロネ着 
 
専門家・調査団打合せ 

  ハボロネ

3 3月5日（月） 

08:30-16:00 
中間レビュー協議（ボツワナ：MOF、BURS、ナミビア：NCE、
JICA） 
1）ボツワナによる発表（OSBP導入に向けた現状と課題） 
2）ナミビアによる発表（OSBP導入に向けた現状と課題） 
3）JICAプロジェクトによる発表（プロジェクトのこれまでの
活動、OSBPフローチャート） 

4）ディスカッション 

  ハボロネ

4 3月6日（火） 

08:30-16:00 
中間レビュー協議（ボツワナ：MOF、BURS、ナミビア：NCE）
OSBP導入に向けた検討事項 
 
専門家・調査団打合せ 

  ハボロネ

5 3月7日（水） 

08:30-11:30 
中間レビュー協議（ボツワナ：MOF、BURS、ナミビア：NCE、
JICA） 
1）二国間協議結果に係る議論 
2）M/M案の説明・議論 

16:25 羽田発（CX549） 
20:40 香港着 
23:50 香港発（SA287） 

ハボロネ

6 3月8日（木） 

08:30-11:30 
中間レビュー協議（ボツワナ：MOF、BURS、ナミビア：NCE、
JICA） 
1）M/M案に係る協議・署名 
 
14:00-16:00 
ボツワナ、ナミビア、プロジェクトによるOSBPに係る議論 

07:10 ヨハネスブルグ着 
09:25 ヨハネスブルグ発（SA1763）
10:20 ハボロネ着 

ハボロネ

7 3月9日（金） 
14:00-15:00 大使館報告 
15:30-16:15 BURS長官表敬 
17:00-17:45 JICAボツワナ支所報告 

ハボロネ

8 3月10日（土） 
07:50 ハボロネ発（SA1762） 
08:45 ヨハネスブルグ着 
12:35 ヨハネスブルグ発（CX748） 

13:30 ハボロネ発（SA1776） 
14:25 ヨハネスブルグ着   

9 3月11日（日） 
07:05 香港着 
08:30 香港発（CX748） 
13:25 羽田着 

    

MOF：財務省 BURS：ボツワナ統一歳入庁 NCE：ナミビア財務省関税局 M/M：協議議事録 

 

１－４ プロジェクトの概要 

（1）上位目標 

マムノ/トランス・カラハリ国境施設に、OSBPが導入され適切に運用される。 

 

（2）プロジェクト目標 

OSBPをシステムとして適切に運用できるように、ボツワナ、ナミビアの税関組織と通関業

者協会の能力が向上する。 
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（3）アウトプット 

1）マムノ/トランス・カラハリ国境施設のためのOSBP業務モデルが開発され、通関業者協会

と共有される。 

2）関係する税関職員と通関業者協会がOSBPを適切に運営するための知識を習得する。 

3）税関業務に必要な技術分野と運営制度を適切に実施するための税関職員の能力が向上す

る。 

 

１－５ 評価手法・項目 

１－５－１ 評価手法 

事前に、さまざまな要因から本プロジェクトが当初予定していたとおり進捗していないこと

が把握されていたため、本中間レビューでは、JICA調査団が仲介する形で、C/P機関の責任者で

ある両国関税局長出席の下、ボツワナ統一歳入庁（以下「BURS」）、ナミビア財務省関税局（以

下「NCE」）が4日間にわたり議論する機会とし、現状と課題の把握と今後取り組むべき事項を

抽出し、双方で認識を共有するプロセスに重点を置いて実施した。 

また、『新JICA事業評価ガイドライン第一版』にのっとって、本プロジェクトのプロジェクト・

デザイン・マトリックス（以下「PDM」）（付属資料2.の中間レビュー報告書ANNEX 9、11）及

びプロジェクト活動計画（以下「PO」）（付属資料2.の中間レビュー報告書ANNEX 13、15）を基

に、以下の項目について確認し、評価を行った。 

 

１－５－２ 評価項目 

（1）プロジェクトの実績 

（2）実施プロセス 

（3）5項目評価（妥当性、有効性、効率性、インパクト及び持続性）の視点による評価 

評価作業は、プロジェクトの実績、実施プロセス、及び5項目評価の項目ごとに具体的な質問

を設定した評価グリッド（付属資料3.）を作成し、それに基づいて行った。以下の表１は、PDM

の構成と内容を示している。また、表２は、5項目評価の視点について整理している。 

 

表１ PDM各欄の定義 

上位目標 プロジェクトを実施することによって期待される長期的な効果 

プロジェクト目標 プロジェクト実施によって達成が期待される、ターゲットグループ（人、組

織を含む）や対象社会に対する直接的な効果。技術協力の場合は原則として

プロジェクト終了時に達成される 

アウトプット 「プロジェクト目標」達成のためにプロジェクトが生み出す財やサービス

活 動 「投入」を使って「アウトプット」を産出するために必要な一連の行為 

外部条件 プロジェクトではコントロールできないが、プロジェクトの成否に影響を与

える外部要因 

指 標 プロジェクトの業績やプロジェクト実施による変化を測るための定量的・定

性的な変数 

入手手段 プロジェクトの達成度や業績を測るための情報源・調査手段 
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投 入 「アウトプット」を産出するために必要な資源（人材、資機材、運営経費、

施設等） 

前提条件 プロジェクトが実施される前にクリアしておかなければならない条件 

出所：新JICA事業評価ガイドライン第一版 

 

表２ 評価5項目ごとの主な評価の視点 

妥当性 必要性 

・ターゲットグループのニーズに合致しているか 

優先度 

・相手国の開発政策との整合性はあるか 

・日本の援助政策・JICAの援助実施方針との整合性はあるか 

手段としての妥当性 

・プロジェクトは相手国の対象分野・セクターの開発課題に対する効果を上げ

る戦略として適切か 

・C/P機関及びターゲットグループの選定は適正か 

・日本の技術の優位性はあるか 

有効性 ・プロジェクト目標は明確か 

・プロジェクト目標は達成されているか（達成される見込みか） 

・それはプロジェクトのアウトプットの結果もたらされたか（もたらされる見

込みか） 

・プロジェクト目標に至るまでの外部条件の影響はあるか 

・有効性を貢献・阻害する要因は何か 

効率性 ・アウトプットの達成度はコストに見合っていた（見合う）か。同じコストで

より高い達成度を実現することはできなかったか 

・プロジェクト目標の達成度はコストに見合っていた（見合う）か。同じコス

トでより高い達成度を実現することはできなかったか 

・プロジェクト実施プロセスの効率性を阻害・促進する要因は何か 

・プロジェクトの成果発現の効率性を貢献・促進する要因は何か 

インパクト ・上位目標は達成されているか（達成される見込みか） 

・上位目標を達成するための方策は適切に計画されているか。パイロットプロ

ジェクトの場合、普及のための方策が計画されているか 

・上位目標に至るまでの外部条件の影響はあるか 

・予期しなかったプラス・マイナスの影響はあるか（政策、経済・財政、組織・

制度、技術、社会・文化・ジェンダー・民族、環境等の側面から調査する）

持続性 ・プロジェクト目標、上位目標等のプロジェクトがめざしていた効果は、援助

終了後も持続するか 

・それらの持続的効果の発現要因・阻害要因は何か（政策、経済・財政、組織・

制度、技術、社会・文化、環境等の側面から調査する） 
出所：新JICA事業評価ガイドライン第一版より抜粋 
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１－５－３ データ収集及び分析方法 

PDM記載事項の実績データを中心に、以下の情報源及びデータ収集手法を用いて情報を収集

した。 

1）討議議事録（以下「R/D」）、PDM、PO及び協議議事録（以下「M/M」）などのプロジェク

ト計画文書 

2）プロジェクトによる記録（進捗報告書、専門家報告書など） 

3）日本人専門家及びC/P、関連機関からの聞き取り 

4）ボツワナ、ナミビア側、日本側の投入に関する記録 

 

１－６ 調査結果概要（団長所感） 

上記１－５－１で記載のとおり、今回は、中間レビューの機会をとらえ、JICA調査団が仲介す

る形で、C/P機関の責任者である両国関税局長出席の下、BURS、NCEが4日間にわたり議論する機

会とした。 

その結果、協議2日目にはBURS・NCEだけでOSBP推進に向け両者で決定すべき事項やプロジェ

クトに期待する事項を議論する等（その結果は付属資料2.の中間レビュー報告書 Annex3-1として

添付）、C/Pの意識向上と活動促進の良いきっかけとなった。これまでのプロジェクトの進捗は芳

しくないが、一連の協議を経て、残り1年半でのプロジェクト目標達成に向けて取り組むべき活動

やそれぞれの責任分担の明確化ができた。 

また、これらの点をM/M及び修正版PDM、POに反映させた。 

 

（1）二国間交渉とOSBP法国会承認の推進 

OSBP化が遅れている最大の要因が二国間交渉とOSBP法国会承認の遅れである点を再認識

し、これらを推進するため、BURS及びNCEは以下の点を合意した。 

① 第2回二国間交渉を2012年5月に実施する。 

② ボツワナはOSBP法を7月国会にて審議する。ナミビアもそれに遅れることのないよう

NCEが関係官庁と調整する。 

OSBPを推進するための法律面のスケジュールがより明確化され、また、これらの進展があ

り次第プロジェクト側とも共有することが約束されたことで、今後プロジェクトは遅滞なく

情報を把握し、OSBP業務手順ガイドライン（以下「ガイドライン」）への反映等の活動を進

めることができると期待される。 

 

（2）二国間交渉・OSBP法を踏まえたプロジェクト枠組みの変更 

一方、プロジェクト開始当初はこれら二国間交渉とOSBP法制定の進捗いかんにかかわらず、

pilot implementation planの作成・実施等OSBP導入に向けた活動ができることを想定していたが、

今回の調査で二国間合意とOSBP法の施行が、現場のOSBP導入に向けたパイロット活動やガ

イドラインにも影響することが分かった。これを踏まえ、成果2に係る活動内容を修正し、ガ

イドラインの整備に注力するとともに、上記2点の外部条件の位置づけを変更するPDM改訂案

を提案して合意した。 
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（3）OSBP導入に向けた関税局間の実務面での協議の促進とガイドライン作成 

本中間レビューを機に、浜田専門家がOSBP導入にあたり二国間合意やOSBP法の施行以外

に実務部分について両関税局間で合意してもらいたいことをリストアップしてBURS及び

NCEに提示した。これにより、BURS及びNCEにとっても、二国間合意とOSBP法施行のほか

にOSBP化に向けて合意・整理すべき事項が明確になったため、本レビュー期間中、調査団と

の協議とは別に両関税局間で協議する等、議論の進展にもつながった。 

加えて、今後OSBPに係るガイドラインを2012年10月までの半年間で作成していくにあたり、

BURS・NCE双方が専門の技術チーム（dedicated technical teams）を組成して取り組むことが合

意された。 

BURS・NCE間の協議事項についても進展があり次第、ガイドラインに反映できるよう速や

かにプロジェクト専門家と共有することについても合意した。 

 

（4）ステークホルダーのプロジェクトへの巻き込み 

BURSとNCEはプロジェクト専門家が作成したOSBPのフローチャート（成果1）について、

それぞれのステークホルダーとの合意形成を2012年3月末までに終了することで合意した。 

一方、今後もBURSやNCEがOSBP化を推進していくためには、入国管理局や検疫等ステー

クホルダーの更なる理解と関与が不可欠であるため、該当する関係省庁や利害関係者の定義

を明確化したうえで、プロジェクトの活動範囲に含めることで合意した。 

 

（5）税関職員能力向上のためのトレーニング 

トレーニングについては、BURS・NCEとしてもOSBP導入に向けた活動とリンクする形で

改めてニーズを整理したいという意向が示され、2012年3月末までにプロジェクト専門家に対

して要請することで合意した。 

なお、OSBP業務の流れをイメージし、今後の検討・活動を円滑にするためチルンド等周辺

事例を視察したいという要望を受けたため、当該トレーニングの一環として取り入れること

で合意した。 

 

（6）プロジェクト実施体制 

本レビュー以前は、ボツワナ側のレスポンスの悪さから、プロジェクト活動を推進するた

め専門家にナミビアに移ってもらうなど、実施体制の変更も一案として考えていた。 

しかしながら、2011年12月に着任したBURSのバラシア関税局長は今回の一連の協議で議長

を務め、彼の十分なリーダーシップ及びプロジェクトに対するコミットメントを今回の現地

調査で確認することができた。 

また、今回一連の協議に継続的にボツワナ財務省の代表が出席し議論に参加したほか、議

論を通じて、政府組織であるNCEより半官半民のBURSの方が積極的で、法律の施行について

はボツワナ側ではOSBP化法案の審議日程が決まっているなどナミビアをリードするような

態度と発言がみられたため、BURSは新しい局長の下、財務省をはじめとする関係機関との意

思疎通・調整についても一層のイニシアティブを発揮する見込みが高いことが判明した。加

えて、両税関にとどまらない検討事項の連絡体制について、プロジェクトは両財務省に直接

コンタクトをとり、財務省が責任をもってステークホルダーと連絡調整を行うことも確認した。 
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したがって、専門家は引き続きボツワナに駐在し、従来どおりの体制でプロジェクト活動

を推進してもらうことが望ましいと判断した。 

加えて、前述のとおり双方の技術チームが今後四半期ごとに協議を行うことに加え、半年

ごとの関税局長会議の実施も決定され、今後実務面の議論の推進が期待される。一方、これ

ら会議の実施に係る支援要請がプロジェクトになされたが、今回のような議論の場の設定は

プロジェクト活動促進のためにもむしろ望ましいことから、積極的に支援していくことで合

意した。 

他方で、BURS・NCEは本プロジェクトの日常的業務の専任スタッフの配置に関し、プロジ

ェクトに支援を要請したが、意思決定にかかわるスタッフはC/P機関の予算により手配される

べきという基本原則を説明したうえで、JICAとC/P機関が管理、手続き等を記載した仕様書

（TOR）に合意する限りにおいてlocal expertsの起用が検討できる旨をM/Mに記載した。 

 

（7）その他プロジェクトに対するBURS・NCEからの要請 

前述以外の事項で、JICAに対して以下の要請がなされ、JICAとしての対応を検討し、修正

版POに明記した。 

1）フォークリフトやX線検査機といったOSBP導入に必要な機材供与等→今後必要機材の選

定・調達を行う過程で検討（活動2-3）。 

2）通関電子化や既存システムのインターフェース等を含むCoordinated Border Managementを

推進するための国境の現状調査→OSBP導入に向けた検討状況のモニターの一環として実施

（活動2-1）。 

3）望ましいOSBP施設の設計に係るレビュー→作成されるガイドラインに基づきレビュー（た

だし詳細設計及び施設改修は両国が実施）（活動2-2）。 

 

（8）プロジェクトの延長是非 

プロジェクトの進捗状況にかんがみ、プロジェクト延長の可能性について提起がなされた。

しかしながら、プロジェクトの延長是非については、2013年3月ごろに実施される予定の終了

時評価においてその時点までの実績を踏まえ検討されることであり、まずは延長を前提とせ

ず、2013年10月の当初のプロジェクト期間内で所期の目標を達成すべく関係者で取り組むべ

きであることを合意した。 

 

（9）プロジェクト活動の実施促進 

本レビューにより、ボツワナ、ナミビア双方とも、比較的関係が近く取り組みやすいマム

ノ/トランス・カラハリのOSBP化をモデルケースとして、ゆくゆくは域内の他国との交渉に臨

みたいという彼らの戦略的ニーズを再確認した。また、一連の議論を通じて、OSBP導入に向

けて彼らが何をどのように進めないといけないのかをより具体的に理解することにつながっ

たため、今後の活動の進展が期待される。 

2012年5月下旬には世界税関機構（WCO）主催で東南部アフリカ各国の関税局長を集めた会

合がボツワナで開催される予定であり、その際に本プロジェクトを通じたOSBPの進捗を宣伝

する良い機会となり得るため、このような機会をひとつのインセンティブとして活用するこ

とでプロジェクト活動を活性化させていくことが求められる。 
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第２章 プロジェクトの実績と現状 
 

２－１ 投入実績 

中間レビュー時点（2012年3月時点）の日本側、ボツワナ、ナミビア側の投入は、以下のとおり

である。 

 

２－１－１ 日本側の投入（総額約9,000万円） 

長期専門家：2名（チーフアドバイザー、業務調整/人材育成） 

短期専門家：2名〔商品の名称及び分類についての統一システム（HS）分類〕 

機材供与：約3,300万円（車両、フォークリフト、旅客用X線機材、プリンタ等） 

本邦研修受入れ：12名（税関リスクマネジメント） 

第三国研修（タイ）：6名 

在外事業強化費：セミナー/ワークショップ等開催費、調査費、出張費等 

 

２－１－２ ボツワナ側の投入 

C/Pの配置（プロジェクトダイレクター、プロジェクトマネジャーほか） 

日本人専門家のための執務室や必要な資機材の供与 

プロジェクト活動のための予算措置・会場手配等 

 

２－１－３ ナミビア側の投入 

C/Pの配置（プロジェクトダイレクター、プロジェクトマネジャーほか） 

日本人専門家来訪時の執務室や必要な資機材の供与 

プロジェクト活動のための予算措置・会場手配等 

 

なお、投入の詳細については、付属資料2.の中間レビュー報告書を参照されたい。 

 

２－２ アウトプットの達成状況 

【成果1】：マムノ/トランス・カラハリ国境施設のためのOSBP業務モデルが開発され、通関業者協

会と共有される。 

【指標】 

1）開発されたOSBP業務モデル 

2）OSBP（一般）に関するコンセンサス構築のために開催したワークショップ/セミナーの回数

と参加者数 

3）OSBP業務モデルを普及するために開催したワークショップ/セミナーの回数と参加者数 

 

本アウトプットの下では、「活動1-1 マムノ/トランス・カラハリ国境施設のためのOSBP業務モ

デルの開発」、「活動1-2 ステークホルダーへのOSBP（一般的内容）のコンセンサス構築のための

活動」、「活動1-3 作成したOSBP業務モデルをステークホルダー間に普及するための活動」に取り

組むことになっている。 

「OSBP業務モデル」については、2008年に米国国際開発庁（USAID）の支援により実施された
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実施可能性調査（F/S）に基づくフローチャートがプロジェクト専門家より提案されている。 

このフローチャートを基に、BURS幹部への説明（2011年2月）、OSBP交渉担当チーム会議での

説明（ボツワナ財務省財務次官補をはじめとする関係省庁関係者を含む）（2011年3月）、NCE幹部

への説明（2011年3月）、両国国境事務所長への説明（2011年8月）、HS分類研修の機会をとらえた

両国国境事務所関係者への説明（2011年11月、12月）等、累次にわたり説明を行った。 

今後業務ガイドラインの作成に速やかに移行するため、BURSとNCEはプロジェクト専門家が作

成したOSBPのフローチャート（成果1）について、それぞれのステークホルダーとの合意形成を

2012年3月末までに終了することで合意した。 

一方、今後もBURSやNCEがOSBP化を推進していくためには、入国管理局や検疫等ステークホ

ルダーの更なる理解と関与が不可欠であるため、該当する関係省庁や利害関係者の定義を明確化

したうえで、プロジェクトの活動範囲に含めることで合意した。 

 

【成果2】：関係する税関職員と通関業者協会がOSBPを適切に運営するための知識を習得する。 

【指標】 

1）策定された（修正された）パイロット実施計画 

2）開発されたマムノ/トランス・カラハリ国境施設におけるガイドライン 

3）マムノ/トランス・カラハリ国境施設の税関職員向けに実施した研修の回数と参加者数 

 

本アウトプットの下では、「活動2-1 成果1の活動（1）において開発されたOSBP業務モデルに

基づき、税関職員がOSBPを適切・円滑に運営できるようにするため、マムノ/トランス・カラハリ

国境施設における下記パイロット実施計画を策定」「活動2-2 パイロット実施計画に基づき、マム

ノ/トランス・カラハリ国境施設におけるガイドラインを作成したうえでトレーニングの実施」、「活

動2-3 OSBPを実現するために必要な二国間合意と国内法整備の進捗状況をモニタリングし、必要

に応じてパイロット実施計画を修正」に取り組むことになっている。 

しかしながら、プロジェクト開始当初はこれら二国間交渉とOSBP法制定の進捗いかんにかかわ

らず、パイロット実施計画の作成・実施等OSBP導入に向けた活動ができることを想定していたが、

今回の調査で二国間合意とOSBP法の施行が、現場のOSBP導入に向けたパイロット活動やガイド

ラインにも影響し、同実施計画の作成及び実施ができていないことが判明した。 

当初予定に比べ、OSBP導入に向けたボツワナ・ナミビア両国内での法整備・関係機関間との調

整に時間がかかっており、また二国間協議についても2011年5月に第1回が開催されたのみでその

後進展していない。OSBP施設建設に係る費用負担や業務フローに影響する施設レイアウト等の検

討もまだ途上にある。加えて、国境通関に関しOSBP化する際のCustoms Cashierでの課徴金等の領

収に係る事務手続きが確定していない等、業務実施ガイドラインを作成していくにあたって協

議・合意が必要な事項も数多く残されている。 

こうした状況にかんがみ、成果2に係る活動内容を修正し、2012年10月までのガイドラインの整

備に注力することが合意された。 

これを可能とするために、以下の点が確認されている。 

① 第2回二国間交渉を2012年5月に実施する。 

② ボツワナはOSBP法を7月国会にて審議する。ナミビアもそれに遅れることのないようNCE

が関係官庁と調整する。 
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③ 中間レビューでの議論の過程で、プロジェクト専門家が、OSBP導入にあたり二国間合意や

OSBP法の施行以外に実務部分について両関税局間で合意してもらいたいことをリストアッ

プしてBURS及びNCEに提示した。これを基にBURS・NCE双方が専門の技術チーム（dedicated 

technical teams）を組成してガイドライン作成に取り組む。 

なお、国境通関の迅速化や効率化のため、ボツワナ、ナミビア側双方と協議の結果、フォーク

リフト（現在ボツワナ側に設置）や旅客用X線検査機（ボツワナ側、調達中）等の供与を行ってい

る。 

 

【成果3】：税関業務に必要な技術分野と運営制度を適切に実施するための税関職員の能力が向上

する。 

【指標】 

1）ベースライン調査の結果 

2）技術分野に関するワークショップ/セミナーの実施回数と参加者数 

3）運営制度に関するワークショップ/セミナーの実施回数と参加者数 

4）運営制度に関して提示された提言 

5）税関組織において能力開発を担う職員によって作成された行動計画 

 

本アウトプットでは、「活動3-1 税関業務に関する現況ベースライン調査の実施、現状把握」、

「活動3-2 税関職員向けの、必要な技術分野に関するトレーニング実施（関税分類、関税評価、

事後調査等）」、「活動3-3 必要な運営制度〔リスクマネジメント、認可事業者（AEO）、債権保証

（bond guarantee）等〕を導入もしくは実施するための提言」、「活動3-4 税関組織における中核職

員に対して能力向上を図り、上記活動3-2と3-3で取り上げた事項について、組織としての能力開発

を推進させる」に取り組むことになっている。 

これまで、ベースライン調査の一環として通関所要時間調査が実施されるとともに、研修ニー

ズのヒアリングが行われた。 

これを踏まえ、改善が必要な税関業務として、税関リスクマネジメントとHS分類に係る能力向

上がニーズとして取り上げられ、税関リスクマネジメントについては、2011年10月にボツワナ・

ナミビアのC/P各6名を日本に招へいし、税関リスクマネジメントに係るわが国の仕組みや経験を

共有した。 

また、HS分類に関しては、HS2012年改正品目表導入にあたっての変更点を理解するとともに、

通関手続きにおける適切な分類を行えるよう、短期専門家派遣を通じてセミナーが実施された。 

一方、今後のトレーニングについては、BURS・NCEとしてもOSBP導入に向けた活動とリンク

する形で改めてニーズを整理したいという意向が示され、2012年3月末までにプロジェクト専門家

に対して要請することで合意した。 

なお、OSBP業務の流れをイメージし、今後の検討・活動を円滑にするためチルンド等周辺事例

を視察したいという要望を受けたため、当該トレーニングの一環として取り入れることも合意し

ている。 
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２－３ プロジェクト目標の達成見込み 

プロジェクト目標：OSBPをシステムとして適切に運用できるように、ボツワナ、ナミビアの税関

組織と通関業者協会の能力が向上する。 

達成状況を測る指標 1. OSBPの業務手順等が導入され、ガイドラインに基づき適切に実施さ

れる。ガイドラインが税関職員によって活用・参照される。 

2. 税関が通関業者協会に対して提供した助言、官報やその他必要な情

報の実施回数 

3. 通関業者から提出された申告書類から見つかったエラー比率が減少

する 

4. OSBPにおいて生じた違反や争議の件数比率 

 

プロジェクトは、OSBPを推進するためのガイドラインがまだ作成されていない段階で、両国の

税関組織及び通関業者協会の能力向上にまでは至っていない状況にあり、上記成果指標に定めら

れた事項についてはまだ発現していない。 

今後残された期間において計画どおりにフローチャート、ガイドラインの整備、能力向上に係

る活動が遂行されればプロジェクト目標の達成は可能であるが、OSBP法の制定、二国間合意、そ

の他OSBP導入に係る通関等手続き見直しの決定に依存する。 

 

２－４ 実施プロセス 

まず、本件はボツワナ、ナミビア両国の国境におけるOSBP導入をめざすものであり、両国が協

働して実施していくことが期待されていた。本件の詳細計画策定段階では、ナミビアの正式採択

及びR/D締結が完了していなかったことから、R/D締結前から部分的に活動できるようナミビア側

とも合意していたが、R/D締結自体は当初予定よりも大幅に遅れた。 

プロジェクト活動を推進していくうえで、プロジェクト専門家と両国C/Pとのコミュニケーショ

ンが困難となる局面があり、円滑な活動実施に影響を及ぼした。 

特に、ボツワナではプロジェクトダイレクターとなる関税局長ポストの不在期間があり、連絡

調整や先方の意思決定に時間がかかることがあった（その後2011年12月1日に新局長が着任したが、

本中間レビューの一連の会議の議長を務める過程で本人のオーナシップやイニシアティブを確認

した）。 

また、ボツワナ、ナミビアともキーパーソンが海外出張で不在になることが多く、プロジェク

トへの継続的な関与が難しい状況も見て取れた。 

加えて、ボツワナ側C/PであるBURSはボツワナ、ナミビア間の二国間協議の主体者ではなく（同

国財務省が主管）、二国間協議に向けた政府レベルの準備状況等の情報へのアクセスが十分ではな

いことも意思疎通や進捗状況の把握に影響を及ぼした。 

プロジェクトの残り期間においては、これら問題を解決するため、本中間レビューを踏まえ、

以下の点につき合意している。 

・今後活動を進めていく過程で、二国間協議に関係する内容等両税関にとどまらない事項につ

いては、プロジェクトは各国財務省に連絡し、財務省が責任をもって関係するステークホル

ダーとの連絡調整を行う。 

・ガイドライン作成のため、BURSとNCEは専門の技術チームを組成する。国境においてOSBP
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導入に向け両国で合意した事項については、速やかにプロジェクト専門家と共有し、ガイド

ラインに反映させる。 

・C/P側実施体制について、意思決定にかかわるスタッフはC/P機関の予算により手配される必

要があるが、プロジェクト実施促進にあたりJICAとC/P機関がTORに合意する限りにおいて

local expertsの起用が検討できる。 
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第３章 評価5項目による評価結果 
 

３－１ 妥当性 

妥当性とは、プロジェクト目標及び上位目標が、受益者のニーズと合致しているか、ボツワナ、

ナミビア両国の開発政策と日本の援助政策との整合性があるか、など「援助プロジェクトの正当

性」をみる評価項目である。 

本プロジェクトの妥当性は、以下の理由により本中間レビュー時においても高い。 

➢ボツワナ、ナミビア両国はともに南部アフリカ開発共同体（SADC）及び南部アフリカ関税同

盟（SACU）に加盟しており、これらで推進されている地域経済統合の一環として、国境にお

ける通関手続きのためのOSBP導入が政策的に重要視されている。 

➢対象地域において、税関職員及び通関業者の能力向上に対するニーズは極めて高く、本プロ

ジェクトはそのニーズに的確に応えている。両国税関職員はOSBP導入に加え、彼らの税関業

務に係る能力向上を重要視するとともに、それらの知識・ノウハウを通関業者にも適用する

ことで通関の迅速化、効率化を図ろうとしている。 

➢わが国においては、現在実施中のナミビアにおけるウォルビス・ベイ港拡張計画を円借款で

支援しているうえ、過去にもTKC（ボツワナ側）の道路改良などを支援しているが、本件は

同地域の回廊整備や貿易促進といった援助方針に合致するうえ、アフリカ開発会議（TICAD）

IVにおけるわが国のコミットメントとも合致する。 

 

３－２ 有効性 

有効性とは、プロジェクト目標が期待どおりに達成される見込みはあるか、それがアウトプッ

ト達成の結果もたらされたものであるかをみる評価項目である。 

OSBPを国境において適切に実施していくためには、OSBP業務モデルの構築やOSBPの適切な運

用のための能力向上に加え、一般的かつ基礎的な税関業務に係る能力向上も欠かせず、現時点の3

つの成果の達成は引き続きプロジェクト目標の達成に貢献すると考えられる。 

しかしながら、前述の「２－３ プロジェクト目標の達成見込み」で述べられたとおり、現段

階では期待された成果は発現しておらず、現段階の有効性は限定的である。 

特に当初予定に比べ、OSBP導入に向けたボツワナ・ナミビア両国内での法整備・関係機関間と

の調整や、二国間協議の進展が芳しくないことで、OSBPの実務が流動的になる部分が残されてい

ることを理由として、ガイドラインの作成が進んでいないことは懸念材料である。 

今後有効性を高めるためには、OSBP法の制定、二国間合意及び他の政府関係機関の十分な協力、

といった外部条件が満たされることも必要である。 

 

３－３ 効率性 

効率性とは、投入とアウトプットの関係性を調べることによって、プロジェクト資源の有効活

用ができているかをみる評価項目である。 

本プロジェクトの効率性は現状以下のとおり高いとはいえず、効率性を高めるために更なる努

力が必要である。 
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（1）アウトプットの達成状況 

前述の「２－２ アウトプットの達成状況」に記載のとおり、特にアウトプット2に係る進

捗が芳しくなく、今後の更なる取り組みが期待される。 

 

（2）投 入 

プロジェクト開始当初、第三国研修の形でキーパーソンをタイに派遣し、累次プロジェク

トの視察を通じて、必ずしも技術協力プロジェクトの進め方に慣れていないボツワナ、ナミ

ビア側両国の理解を醸成する等、投入を工夫していた。 

また、機材は現場のニーズを踏まえ、C/Pと協議したうえでタイムリーに供与された、ある

いはされる予定である。 

 

（3）実施体制 

前述の「２－４ 実施プロセス」に記載のとおり、プロジェクト専門家がC/P機関の意思決

定権者と密接なコンタクトを維持することが困難であったことが、効率性を妨げる要因とな

った。効率性を高めるため、プロジェクトの残り期間においては、プロジェクト専門家を含

む関係者がより密接なコミュニケーションを確保し続けることが望まれる。 

 

３－４ インパクト（見込み） 

インパクトとは、プロジェクト実施によってもたらされるより長期的、間接的効果や波及効果

をみる評価項目であり、プロジェクト計画時に予期しなかった正・負のインパクトを含んでいる。 

 

上位目標：マムノ/トランス・カラハリ国境施設に、OSBPが導入され適切に運用される。 

達成状況を

測る指標 

・通関時間分析のため、輸出入申告データが履歴としてボツワナ側、ナミビア

側にそれぞれ保存される 

・正規の輸出入申告書について申告からリリースまでの平均時間がプロジェク

ト開始前と比較して削減される 

 

現時点でプロジェクト目標達成の見込みが立たないため、上記指標の達成の可能性は現時点で

述べることは困難であるが、ボツワナ、ナミビア両国とも、同国境におけるOSBP化を域内の他国

境のモデルとしたい意向は強く、同国境におけるOSBP導入の成功は、域内の他の国境における

OSBP導入の良いモデルになると考えられる。 

他方、上位目標の達成については、両国の予算で整備が予定されている同国境におけるOSBP施

設の計画どおりの建設やその後の運営のための予算等、PDMにて設定された外部条件が満たされ

るかどうかに依存するため、引き続き留意が必要である。 

なお、現時点でプロジェクト活動による負のインパクトは想定されない。 

 

３－５ 持続性（見込み） 

持続性とは、わが国の協力が終了した後も、プロジェクト実施による便益が持続されるかどう

かをみる評価項目である。 

PDMにて設定された外部条件が満たされれば、プロジェクト目標で達成された事項が維持され
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ることが期待されるが、プロジェクト終了後のことを考え、本プロジェクトの成果をボツワナ、

ナミビア両国において継続・維持していくための取り組みを、プロジェクトの後半期において強

化する必要がある。 

・BURSは政府の外局だが財政は収支黒字であり、キャッシュフローも確保していることから、

プロジェクト活動の財務的持続性は当面問題ないと想定される。 

・NCEは財務省の一部局であり、プロジェクト活動のための予算負担についても前向きな姿勢

を示していることからも、予算確保の面で特段支障はないと想定される。 

 

３－５－１ 政策・組織面 

TKCは南部アフリカ地域における貿易・物流促進のために戦略的に重要な回廊であり、国境

通関の簡素化、円滑化は今後も重視される方向にある。そのため、本プロジェクトによる取り

組みは、ボツワナ、ナミビア、南アフリカ、トランス・カラハリ回廊事務局（TKCS）間で今後

とも積極的に推進されることが想定される。 

 

３－５－２ 技術・制度・財政面 

技術面については、OSBP導入に向けては今後作成されるOSBPガイドラインが、現場の状況

や二国間協議の検討状況を踏まえた内容になっており、またその過程で関係者への周知が適切

になされることで、その持続性は高まることが期待される。両国の予算で整備が予定されてい

る同国境におけるOSBP施設の計画どおりの建設がなされる必要がある。 

また、BURSの財務状況は良好であり、NCEも財務省の一部局として財政面での負担余地は比

較的大きいと考えられるが、OSBPの持続的な運営のための予算が適切に確保されるかどうかは、

引き続き留意していく必要がある。 

 

３－６ 結 論 

今回は、中間レビューの機会をとらえ、JICA調査団が仲介する形で、C/P機関の責任者である両

国関税局長出席の下、BURS、NCEが4日間にわたり議論する機会とした。協議2日目にはBURS・

NCEだけでOSBP推進に向け両者で決定すべき事項やプロジェクトに期待する事項を議論する等

（その結果はM/MのAnnex3-1として添付）、C/Pの意識向上と活動促進の良いきっかけとなった。 

これまでのプロジェクトの進捗は芳しくないが、一連の協議を経て、残り1年半でのプロジェク

ト目標達成に向けて取り組むべき活動やそれぞれの責任分担の明確化ができた。 

今後、所期の成果、プロジェクト目標、上位目標を達成するためには、以下４－１の提言、修

正後のPDMやPOに基づき、BURS、NCE、プロジェクト専門家ほか関係者の更なる努力が求めら

れる。 
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第４章 提 言 
 

４－１ 提 言 

中間レビューを通じて、残り期間でプロジェクト目標を達成するために取り組むべき事項とし

て、以下を提言・協議し合意した。 

 

（1）ボツワナ・ナミビア両政府は2012年5月に第2回二国間交渉を実施する。 

（2）ボツワナはOSBP法を7月の国会にて審議する。ナミビアはそれに遅れることのないよう、

NCEが関係機関と調整する。 

（3）ボツワナ・ナミビア両政府は彼らの責任事項として国境におけるOSBP施設の改修を行う。

JICAは、必要な人材育成及び機材供与に係る予算を手配する。 

（4）OSBP導入に係るステークホルダーは、主要な政府関係機関及び民間セクターを含む。また、

合同調整委員会/地域合同調整委員会のメンバーとして入国管理局、公安、検疫、道路局、運

輸局等の主要な政府関係機関を含む。JICAはプロジェクト活動範囲にこれらステークホルダ

ーを含める。両税関にとどまらない事項については、プロジェクトは各国財務省に連絡し、

財務省が責任をもって関係するステークホルダーとの連絡調整を行う。 

（5）BURSとNCEはOSBP導入において協議すべき事項及びタイムラインについて合意し、これ

に関しプロジェクト専門家からもOSBP導入に係る検討事項が提案された。これらに取り組む

ためBURSとNCEは専門の技術チームを組成する。両国で合意した事項については、速やかに

プロジェクト専門家と共有し、ガイドラインに反映させる。 

（6）C/P側実施体制について、意思決定にかかわるスタッフはC/P機関の予算により手配される

必要があるが、プロジェクト実施促進にあたりJICAとC/P機関がTORに合意する限りにおいて

local expertsの起用が検討できる。 

（7）トレーニングについては、BURS・NCEが改めてニーズを整理したうえで、2012年3月末ま

でにプロジェクト専門家に対して要請する。また、OSBP業務の流れをイメージし、今後の検

討・活動を円滑にするため周辺事例の視察を当該トレーニングの一環として取り入れる。 

（8）BURSとNCEはプロジェクト専門家が作成したOSBPのフローチャートについて、それぞれ

のステークホルダーとの合意形成を2012年3月末までに終了する。 

（9）BURSとNCEはOSBP法、二国間合意文書案及びその他OSBPの業務実施ガイドラインの整備

に影響すると思われる文書や情報を、進展があり次第速やかにプロジェクトと共有する。 

（10）BURSとNCEはOSBPに関連する他の取り組みと本プロジェクトとの間で必要な連携を確保

できるようイニシアティブをとる。 

（11）プロジェクトの延長是非については、2013年3月ごろに実施される予定の終了時評価にお

いてその時点までの実績を踏まえ検討されることであり、まずは延長を前提とせず、2013年

10月の当初のプロジェクト期間内で所期の目標を達成すべく関係者で取り組む。 

 

また、上記提言・合意事項を踏まえ、PDM及びPOについて必要な箇所を修正する。 
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